
◦事業者の皆さんへ

◦事業者の皆さんへ

を活用した物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金

物価高騰対策 事業物価高騰対策 事業 を実施します

食料品などの価格高騰の影響を受ける市民生活を支援するために、１人あたり6,000円分の	
湖南くらし応援券を配付します。応援券は市内の取扱店舗で使用することができます。
使用できる店舗については、応援券に同封の「取扱店一覧」や市ホームページからご確認ください。

1人あたり

市では、家庭でのエネルギー費用の負担を軽減し、温室効果ガス排出量の削減を促進するため、設置済みのエアコン、
冷蔵庫、照明器具、給湯器を、令和８年4月1日（水）以降に省エネ性能の高い家電製品に買い換えた人に対し、予算
の範囲内で補助金を交付します。

◦�自ら居住する市内の住居に、補助対象製品を買い替え設置した人
◦�申請日時点で市内に住民登録がある人
◦�市税を滞納していない人
◦�暴力団でない人、暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有しない人

・�補助金の申請に、買い換え前の製品
の写真、型番が必要となります。
・�既設の家電製品を撤去する前に�
必ず写真を撮影し、保存しておいて
ください。
・�購入した省エネ家電のレシートや
保証書などは捨てずに残しておいて
ください。

◦�令和８年4月1日（水）以降に購入し、設置したものであること
◦�市内店舗で購入した新品、未使用品であること	
（インターネット販売で購入したものを除く）
◦�自ら購入し、設置したものであること	
（リース、レンタルを除く）
◦�製造事業者の製品保証があること
◦�統一省エネラベルの省エネ基準達成率が100％以上のもので	
あること

◦�補助対象製品の本体価格	
（工事に要する費用、リサイクル料、消費税および地方消費税を除く）

店舗や事業所に設備投資を行う市内事業者へ補助金を交付します。

申請方法など詳細は市ホームページをご確認ください。
※受付期間内であっても予算がなくなり次第、受付を終了します。

配付対象者 令和８年３月１日現在で、湖南市に住民登録がある人
※�事前の申込みは不要です。

金額 1人あたり6,000円（1,000円券×６枚）

配付時期

4月から順次発送
※�応援券は、世帯主あてに同一世帯分をまとめて、郵送（ゆうパック）します。	
全ての世帯に配達できるまでに2か月程度かかります。	
3月2日以降に住所変更をした人は、郵便局に転居届を提出してください。

使用有効期間 4月１日（水）～９月30日（水）

使用方法
取扱店舗での支払いに使用することができます。
※�お釣りは出ませんのでご注意ください。
※�取扱店舗については、応援券に同封の「取扱店一覧」または市ホームページからご確認ください。

受取方法 各世帯へ郵送（ゆうパック）で配付しているため、受取確認が必要です。不在連絡票が入って�
いた場合は、不在連絡票に記載の手順に沿って再配達の連絡をして受け取ってください。

▲ 市ホームページ

▲ 市ホームページ

湖南くらし応援券を配付します！湖南市省エネ家電買換支援事業補助金

令和８年度 湖南市中小企業等設備投資促進補助金

問湖南くらし応援券コールセンター〔東庁舎〕　 070-5651-6217（平日午前９時〜午後５時）

問環境政策課　地域エネルギー室〔東庁舎〕　 0748-71-2302　 0748-72-2201

問商工観光労政課〔共同福祉施設〕　 0748-71-2332　 0748-72-4820

問湖南市商工会　 0748-72-0038（平日午前９時～午後５時）

湖南くらし応援券の取り扱い店舗を募集しています
応援券の取扱店舗を随時募集しています。
応援券の取り扱いを希望する事業者は、市ホームページから募集要項などを確認し、湖南市
商工会へ申し込みをしてください。

予告

補助金予算額

補助対象製品および補助金額

対象者の要件

対象製品の要件

補助対象経費

4,000万円
申請受付開始 夏ごろを予定、広報こなんなどでお知らせします。

エアコン 冷蔵庫 LED照明器具 高効率給湯器

補助率：1/3
上限額：5万円

補助率：1/3
上限額：5万円

補助率：1/2
上限額：２万円

補助率：1/3
上限額：15万円

必要書類

◦補助金交付申請書
◦領収書、レシートおよび明細書の写し
◦設置前後の状況が確認できる写真
◦�家電リサイクル券の写し 
（エアコン、冷蔵庫のみ）

注意事項

申請方法など詳細につきましては、あらためて広報こなんなどでお知らせします。
また、市ホームページでは要件の詳細やよくある質問などの情報を随時更新していきますので�
ぜひご覧ください。

▲ 市ホームページ

対象 市内に本社または事業所を持つ中小企業、小規模企業者または個人事業主

補助対象 生産性や売上げの向上、既存事業の拡大などを目的した設備投資
※設備の導入は交付決定後のものに限ります。

補助金の額 設備投資額２分の１以内（上限100万円　※千円未満切捨て）
申請期間 5月11日（月）～9月30日（水）

▲ 市ホームページ
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